[bookmark: _Hlk199497071][bookmark: _Hlk195774059]薬剤師奨学金返還支援要綱【モデル要綱（令和８年３月版）】

※あくまで参考としていただくものです。各病院の実情に応じて加除修正を行ってください。

（趣旨）
第１　当院への薬剤師の就職及び定着を促進するため、青森県が実施する青森県病院薬剤師奨学金返還支援事業（以下「県事業」という。）の範囲内において、薬剤師が大学在学期間中に貸与を受けた奨学金の返還債務履行のための負担額の一部を助成するものとする。

（定義）
第２　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）「大学等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づき設置された大学及び大学院をいう。
（２）「奨学金」とは、大学等において、薬学の正規の課程（学校教育法第87条第２項に規定するものに限る。）を修めるために貸与を受けた本人による返還が必要な独立行政法人日本学生支援機構の奨学金（第一種奨学金及び第二種奨学金）、公益財団法人青森県育英奨学会大学奨学金その他知事が適当と認める奨学金をいう。ただし、返還を免除される奨学金及び当院が貸与した奨学金を除く。
（３）「奨学金貸与機関」とは、前号の奨学金を貸与した機関等をいう。
（４）「正規雇用」とは、期間の定めのない労働契約に基づく雇用であって、所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同じであり、就業規則等に規定する賃金の算出方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている雇用をいう。

（支援対象者の要件）
第３　この要綱に基づき奨学金返還の支援を受ける者（以下「支援対象者」という。）は、青森県病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金交付要綱（以下「県要綱」という。）第６に規定する支援対象者の要件を全て満たす者とする。

（支援対象期間）
第４　支援対象期間は、支援対象者が当院で勤務している期間のうち、支援対象者の奨学金の返還の債務の履行の開始日以降の日であって、支援対象者に対して奨学金返還を支援するための手当等（以下「返還支援手当」という。）の支給を行う日の属する最初の月から最後の月まで（ただし、支援対象者が産前・産後休暇、育児休業その他知事が認める事由により、奨学金貸与機関において奨学金の返還の期限の猶予が承認され、かつ返還支援手当の支給を行わなかった期間（以下「猶予期間」という。）及び異動等により対象病院で薬剤師として勤務しない期間（以下「非薬剤師期間」という。）を含む月を除く。）とする。
２　支援対象期間の月数の上限は、72から非薬剤師期間の月数を除いた月数とする。

（返還支援手当の月額）【※毎月支給する場合】
第５　返還支援手当の月額は、次のうちいずれか低い額とする。
（１）支援対象者の毎月の奨学金返還額
（２）10万円
（３）奨学金返済残額（支援対象者が第３に規定する支援対象者の要件に初めて該当するに至った時点で返還していない奨学金の額（利息を含み、延滞金、返還免除額及び返還済額を含まない。）とする。ただし、他の奨学金返還支援制度（県が実施するものを除く。）と併用する場合、当該支援予定金額の総額を控除した額とする。）を72で除した額（1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）
２　返還支援手当の総額は、返還支援手当の月額に支援対象期間の月数を乗じた額とする。
【※支援対象者に支給する場合】３　返還支援手当の支給は、支給対象者の給与を支給している口座へ、毎月21日に振り込むものとする。
【※貸与元に病院が直接返還する場合】３　返還支援手当の支給は、当院が支援対象者に代わって奨学金貸与機関に送金することにより行うこととする。

（交付申請）
第６　奨学金返還支援の申請は、第１号様式によるものとする。
２　前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
（１）支援対象者の薬剤師免許証又は登録済証明書の写し
（２）返還を支援する奨学金の返済残額を確認できるもの
（３）返還を支援する奨学金が返還義務のある貸与型であることを確認することができる書類
（４）誓約書（県要綱第３号様式）
（５）その他病院長が必要と認める書類

（返還支援手当の支給の条件）
第７　病院長は、次に掲げる事項を支給の条件として付すものとする。
（１）支援対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていること。
[bookmark: _Hlk196400996]ア　支援対象期間に２分の３を乗じた期間（１月未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。以下「支援条件期間」という。）以上の期間、当院で薬剤師として勤務すること。ただし、支援対象者が猶予期間を含む月及び非薬剤師期間を含む月は、支援条件期間に含めないものとする。
イ　貸与を受けた奨学金に返還残額があり、かつ、奨学金返還が開始している場合は滞納なく返還していること。
[bookmark: _Hlk196399853]ウ　支援対象期間終了後、青森県の実施する就業状況等調査に協力すること。

（返還支援手当の支給の決定）
第８　病院長は、第６の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、支援することが適当であると認めるときは、返還支援手当の支給の決定をするものとする。
２　病院長は、前項の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を奨学金返還支援の申請をした者に通知するものとする。

（返還支援手当の支給決定の取消し）
第９　病院長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、返還支援手当の支給の決定の全部又は一部を取り消し、支援対象者に対して既に支給した返還支援手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
（１）返還支援手当を不正に受給していた場合
（２）第３の要件又は第７第１号アの条件を満たさなくなった場合（ただし、産前・産後休暇等の休暇や育児休業を取得した場合等、青森県病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金交付要領に定める場合を除く。）
（３）法令等に違反するなど、支援対象者として不適切であると認められる場合

（返還）
第10　支援対象者は、第９の規定により返還支援手当の支給の決定の全部又は一部が取り消され、既に支給した返還支援手当の全部又は一部の返還を命じられたときは、既に支給した返還支援手当に、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和45年３月23日青森県規則第９号。以下「規則」という。）第17条に規定する利息を付した額（第12及び第13の規定により返還の債務の一部が免除されたときは、免除された額を控除した額）を、返還を命じられた日から起算して三月を経過した日の属する月から、返還支援手当の支給を受けた期間の２分の１に相当する期間内に、当院に納付しなければならない。
２　前項に規定による返還は、月賦の均等払いによるものとする。ただし、繰り上げ返還をすることを妨げない。

（返還の猶予）
第11　病院長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、その事由が継続する期間に限って、返還支援手当の返還の履行を猶予することができる。

（返還債務の当然免除）
第12　病院長は、第９第２号又は第３号のいずれかに該当した場合において、当該支援対象者の支援対象期間の月数が36以上である場合に限り、次の表の左欄に掲げる従事期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる免除額の返還の履行を免除する。
	１　従事期間
	２　免除額

	支援対象者が当院で勤務した期間（支援対象期間の最初の月から当院に薬剤師として勤務しなくなった日の属する月までの期間（ただし、猶予期間及び非薬剤師期間を含む月を除く。）とする。以下この表において同じ。）が支援条件期間未満の場合
	支援対象者の支援対象期間に既に交付を受けた返還支援手当の合計額（以下「支援総受入額」という。）に、従事期間の月数を乗じて、108で除して得た額以内の額

	支援対象者が当院で勤務した期間が支援条件期間以上の場合
	支援総受入額の全額


２　返還を請求された額に相当する返還支援手当は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

（返還債務の裁量免除）
第13　第12に規定する場合を除き、病院長は、支援対象者の支援条件期間中の業務に起因した死亡、当該業務に起因する心身の故障その他のやむを得ない事由により、第７第１号アの要件を満たさなくなった場合は、当該支援対象者に係る返還支援手当の全部又は一部の返還を免除することができる。

（実績報告）【※支援対象者に支給する場合】
第14　支援対象者は、県要綱第15の規定による報告のため、毎年度末までに、次に掲げる書類を提出するものとする。
[bookmark: _Hlk201944871]（１）奨学金の返還の債務の履行のために負担した額を証明する書類
（２）その他必要と認める書類

（その他）
第15　この要綱に定めるもののほか、返還支援手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。


附　則
この要綱は、令和　年　月　日から施行する。



第１号様式（第６関係）
　　　　令和　　年　　月　　日　
●●病院長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　

[bookmark: _Hlk127280839]薬剤師奨学金返還支援申請書

薬剤師奨学金返還支援要綱（以下「要綱」という。）第６の規定により、以下のとおり関係書類を添えて申請します。

１　申請者に係る事項
	県内他施設での勤務経験
	あり　・　なし

	生年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	薬剤師名簿登録番号
	

	返還支援対象奨学金名
	

	奨学金返済残額(A)=(B)-(C)
	　
	円

	　
	奨学金返済残額（差引前）(B)
	　
	円

	　
	他の奨学金返還支援制度併用の有無
	あり　・　なし

	　
	ありの場合、他の支援予定金額の総額(C)
	　
	円



２　申請する支援金の月額
	支援金の月額(アイウのいずれか低い額)
	
	円

	　
	ア　毎月の奨学金返還額
	
	円

	　
	イ　10万円
	100,000
	円

	　
	ウ　奨学金返済残額(A)÷72 (１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
	
	円



３　添付書類
（１）薬剤師免許証又は登録済証明書の写し
（２）返還を支援する奨学金の返済残額を確認できるもの
（３) 返還を支援する奨学金が返済義務のある貸与型であることを確認することができる書類
（４）誓約書（県要綱第３号様式）
（５）その他病院長が必要と認める書類
